
【制度について】

QI-1

「年収の壁.支援強化パッケージ」は「年収の壁」に関する当面の対応策とのこと
ですが、どのような課題があるのでしょうか。

事業主の証明による被扶養者認定Q&A

AI-1

厚生年金保険及び健康保険(以下「社会保険」という。)においては会社員の
配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(20歳以上60歳未満の配偶者は、併
せて国民年金第3号被保険者となります。)として、保険料の負担が発生しません。

こうした方の収入が増加した場合、

'厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上(※1)の事業所で働く短時間労働
者などの場合は、年収106万円以上(※2)となり、厚生年金保険,健康保険に
加入するか、

'厚生年金保険の被保険者数が常時100 人以下の事業所で働く短時間労働者など

の場合は、年収130万円以上となり、国民年金・国民健康保険に加入するか、

いずれかの形で、被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、社会保険料の負担が発
生することとなります。

(改正は破線部分)

保険料負担が生じ.ると、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的

で就業調整する方がおられます。こうした方が意識している収入基準(年収換算で
106 万円や 130万円)がいわゆる「年収の壁」(「106 万円の壁」や「130 万円の膝」)
と呼ぱれています。

このような社会保険制度上の収入基準のほか、企業が支給する配偶者手当に収入
要件がある場合も、就業調整の要因になっていると指摘されています。
※ 1 令和6年(2024年) 10月からは、常時51 人以上となります。

※2 所定内賃金(残業代、賞与、臨時的賃金を含まない)が月額8.8万円以上であることが短時間労働者の

適用要件1つとなっており、106万円は年収換算した参考額です。



QI-2

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、引き続き被扶養者と

なることを可能とする措置であるところであり、どのような狙いがあるのでしょう
か。

AI-2

保険料負担に伴う手取り収入の減少を意識して、一定の収入を超えないように就
業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応に当たっては、

'社会全体で労働力を確保するとともに、

・労働者自身も希望どおり働くことのできる、

環境づくりが重要です。こうした環境づくりを後押しするため今回、当面の対応
策として「年収の壁・支援強化パッケージ」を策定しました。

「130万円の壁」にっいても、このようなパッケージ策定の趣旨を踏まえ、特例
的な措置として「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」を行うこととしてい

ますが、当該措置も含めて本パッケージの施策はあくまでも当面の措置として導入
するものであり、今後、さらに制度の見直しに取り組むこととしてぃます。

QI-3

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は時限措置でしょうか。
その場合、いつまで実施されるのでしょうか。

AI-3

今回の措置を含む「年収の壁・支援強化パッケージ」は、いわゆる「年収の畔の

当面の対応として導入するものであり、さらに制度の見直しに取り組むこととして
います。

制度の見直しにっいては、金和_旦年_豊924_年_)_!三予定窒ねる3欠期財政栓証を受辻
:く行二_モ_と』子空_る_、_生金制度改正』三回け_て_L.社会保障審議会年金部会において議論
を開始したところであり、その状湿.も踏まえっつ、パッケージに係る今後の対応に
ついて検討し._お知_ら堂_し.てまいります。

QI-4

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)はいっから開始されるの

でしょうか。また、今回の措置の開始前の扶養認定に遡及されるのでしょうか。
AI-4

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)にっいては、措置の詳
細をお丞_し_した」令丕Π,5_年_口ρ2β_毎Σ_1ρ.且_2Q旦.以降の被扶養者認定及び被扶養者の
収入確認において適用します。

なお、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認にっいては遡及しない取扱い
とします。
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QI-5

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、人手不足による労働

時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組
合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、「一時的な

収入変動」と認められる上限額はいくらまででしょうか。

AI-5

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者信忍定対

象者を含む。以下同じ。)の収入確認に当たって、通常提出が求められる書類と併

せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による
円滑な被扶養者認定を図るものです。

その上で、「一時的な収入変動」の具体的な上限額につぃては、

・仮に上限を設けた場合、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと

・一時的な事情によるものかどぅかは収入金額のみでは判断が困難であること

からお示しすることは困難ですが、各保険者において雇用契約書等も踏まえっっ、

増収が一時的なものかどうか確認いただくこととなります。

なお、法令・通知等に基づき、

・被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が被保
険者の年間収入を上回る場合

'被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が被
保険者からの援助による収入額を上回る場合

等:ξ.、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められ

な公場貪」劃ざ、被扶養者の認定が劃除.されることとなります。
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QI-6

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、あくまでも

「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2

回までを上限とすることとされていますが、具体的には何を以て「1回」「連続2

回」と数えることとなるのでしょうか。

AI-6

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者の収入確

認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の

事業主の証明を提出することで、保険者による円滑な被扶養者認定を図るもので

す。

そのため、新たに被扶養者を認定する場合を含む被扶養者の収入確認に当たって

事業主の証明を用いて一時的な収入変動である旨を保険者が確認した場合には、

「1 回」と数えられることとなります。

その上で、社会保険の被扶養者の収入確認については、被扶養者として認定した

者については、認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を

行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましいとし

ています。

したがって、被扶養者の収入確認を年1回実施する場合は、「連続2回」とは連

続する2年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることが「連続

2回」になります。

QI-フ

健康保険組合等による被扶養者の収入確認の頻度について、毎月行われるなど、年

1回と異なる場合については「連続2回」についてどのように考えれば良いでしょ

うか。

AI-フ

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)につぃては、あくまで

も「一時的な事情」として収入変動に係る認定を行うことから、被扶養者の収入確

認を年1回実施していることを想定し、「連続2回」すなわち、連続する2年間の

各年における収入確認において事業主の証明を用いることができることとしてい

ます。

年1回と異なる頻度で被扶養者の収入確認を行っている保険者においては、どの

期間について一時的な収入変動に係る事業主の証明を取得する必要があるか、ご加

入の健康保険組合等にご相談ください。
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QI-8

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、人手不足による労働

時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組
合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、どのような

事情であれぱ「一時的な収入変動」として認められるのでしょうか。
AI-8

一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払
われる繁忙手当等が想定され、

一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、

'当該事業所の他の従業員が体職二退職したことにより、当該労働者の業務量が増
加したケース

・当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務
量力赴曽加したケース

・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース

などが想定されます。

一方で、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合、労働契約にお

せ登所定労似茜間二旦数か増如_した場合など、今後も引き続き収入が増えることが

確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

QI-9

健康保陰組合等四イ呆喰者1三む辻亙被扶養者の収入確認期間が令和_5与_!Q月_2Q旦を
圭た分:ξ上>'る場合_、_既」子確三忍L_た_櫨扶蓬者に2塗工._事業主の証明宣丞め工._再度
収△確三忍五二や_り直ιすι曇Lがある_の了ミレよ巨か。
AI-9

"健康保除組合筈のj呆除者1三むい工櫨扶養者の収入確認期間が、措置の詳細五お丞.
_し_した金和_5与_!9_月_20 旦を圭t三垈了t塗亙場貪、当該期間垈係墨叉連の収入確1忍1三

2分工、_従勣_どむ_りφ旦又扱りと_レエ差§支えあ旦圭せん_ξ会回の措置_1臺業生φ三正
明!子'墨被怯養者i忍定の_田滑IL.Σ_を適用す亙必要はありません?,_.
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【対象者について】

Q2-1

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、どのような方が対象
となるのでしょうか。配偶者(国民年金の第3号被保険者)に限られますか。

A 2 -1

今回の措置の対象は、配偶者(国民年金第3号被保険者)だけではありません。
社会保険の被扶養者の方、新たに被扶養者としての認定を受けようとしている方が
対象となります。

なお、雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となる
ことが明らかであるような方は、今回の措置の対象外となります。

Q2-2

被扶養者が学生の場合、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
における取扱いはどぅなるのでしょうか。

A2-2

学生であっても同様の取扱いとなります。

Q2-3

フリーランスや自営業者など特定の事業主と雇用関係にない場合今回の措置(事
業主の証明による被扶養者認定の円滑化)の対象となるのでしょうか。

A2-3

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、あくまでも事業主

の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等による一時的な収入変
動を対象としており、他律的な収入変動による場合が対象となります。そのため、
特定の事業主と雇用関係にない場合にっいては対象となりません。

なお、フリーランスや自営業者としての収入と、勤務先からの給与収入の両方が

ある者にっいて、給与収入が一時的な収入変動で増加したことにより被扶養者の即
定基準額を超えた場合は、対象になります。
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Q2-4

シフト制の場合、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)におけ
る取扱いはどぅなるのでしょうか。

A2-4

シフト制K※)であっても同様の取扱いとなります。一時的に勤務が増加するこ

とにより収入超過となる場合は、事業主の証明による被扶養者の認定の円滑化の対

象となります。ただし、契約変更により時給等が上昇し、通常どおり勤務した場合
においても収入超過が見込まれる場合は、対象となりません。

※「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、 1

か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形
態を指します。

Q2-5

被扶養者の収入要件の確認にっいて、被扶養者が60歳以上'の者である場合又は概
ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障生者である

場合にあっては年間収入の要件が180万円未満とされていますが今回の措置(事
業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、その判定の際にも適用されるのでし
よう力、。

A2-5

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者が60歳

以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該
当する程度の障害者である場合の、年間収入が180万円未満であるか否かの判定に
ついても適用されます。

なお._法二合二通知筈_に基づき_Σ_

二被扶養者だ被保除者七伺二世帯_1三属L_て_りる_場貪垈、被1表養者の_年_間収入が被保
陰者の奪閲』ヌ'入_を'F_回_る_場合

二被扶養者が被保陰者_と同ご世彊_1三属L_工いない場貪垈、1庄麸養者_の年間収入が被
保除者か_らの援助J子_よ_る_収入額を上回盈場貪

等丕._当該子座保険者がその世帯の生計維持の虫心的役割乏果t二_L_て_りる_と認め旦れ
な公場貪!引む_被麸益_者の認定が削除され亙三七七盆ります,_
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9_2ご_旦_二今』早四1苣置__L事業_孝_の_証明恒よ亙被扶養者認定の巴滑化2_!こ2い二ζ』む_あ
Sま二ξ主_!.rで'時曲な臺情J__と_Vて1_認定_を行う_桑七_か旦、_同τtの者[こ2全工原則七_し
工連続_2回生:ξ_をよ・j艮と丈る_三と_と_され工い圭すだ、被保陰者の転職簀長佳旦保腺
者だ変更_とな_?た場合_はどのよ_う_怪盡えれぱ良分工上'巨か。
A2-6

被保陰者の霊職筈_1三佳り保険者が変更とな2左場貪、事業主の証明宣用い工ご肢
的空収'入変動ιで_あ_る_冒を保陰者が確認レた回数の引継ざはせす、_新た倭如入_し左イ呆
除者:ξ行コオ三収.入確i墨を_1_回旦と_yl.力立登上支る三上七なりま」す!_.

【事業主の証明について】

Q3-1

事業主の証明はいっ、どこに提出するのですか。
A 3 -1

被扶養者の方にっいて、新たに被扶養者の認定を受ける際、又は健康保険組合等
の保険者が被扶養者の資格確認を行う際に、年間収入が確認されることになりま
す。

この際に、被扶養者を雇う事業主から一時的な収入変動である旨の事業主の証明

を取得し、被保険者の方が勤務している会社を通じて各保険者に対して、通常提出
が求められる書類と併せて、事業主の証明を提出することになります。

このため、各保険者の被扶養者の収入確認のタイミングに合わせて、被扶養者の
勤務先の事業者から一時的な収入変動である旨の証明を取得してください。

Q3-2

保険者は、いっ事業主の証明の提出を求めれぱ良いでしょうか。
A3-2

被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認の際に、通常提出が求めている書類と
併せて、被扶養者を雇う事業主の証明の提出を求めていただくことになります。

Q3-3

事業主による証明に記載すべき事項はどのようなものでしょうか。
A3-3

別添様式を参照してください。
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Q3-4

どの期間に対応する収入について、事業主に一時的な収入変動である旨を証明して
貰えぱ良いのでしょうか。

A3-4

各保険者の被扶養者の収入確認のタイミングや通常求められる書類によって

様々となるため、各保険者の判断となります。

想定される具体的なケースを、以下に示しますが、詳細な運用につぃては、ご加

入の健康保険組合等にご確認ください。

(ケース 1)

0 毎年11月に被扶養者の収入確認が行われており、直近3ケ月分の収入証明(雇

用契約書、収入証明書等)の提出を求めている健康保険組合

⇔令和5年11月の被扶養者の収入確認時に、令和5年8~10月分の期間におけ

る一時的な収入変動に係る事業主の証明を提出

(ケース2)

0 毎年11月に被扶養者の資格確認が行われており、直近1年間の収入証明(雇

用契約書、収入証明書等)の提出を求めている健康保険組合

⇔令和5年11月の被扶養者の資格確認時に、直近1年間における一時的な収入

変動に係る事業主の証明を提出

(ケース3)

0年度当初から通算した収入が130万円以上となったときに、連絡するよう伝え
られている健康保険組合

⇔一時的に増加した収入も含めて 130万円以上の収入となったときに、通算した

期間における一時的な収入変動に係る事業主の証明を添えて健康保険組合に相談

(ケース4)

0 毎月の給与力訓08,334円 a30万円の 12分の 1)以上となったときに、連絡す
るよう伝えられている健康保険組合

⇔一時的な収入増で月収が108,334円以上となった際に、どの期間にっいて一時

的な収入変動に係る事業主の証明を取得する必要があるか、健康保険組合に相談

(ケース5)

0 毎年11月に被扶養者の収入確認が行われ、課税証明書の提出を求めている健
康保険組合

才課税証明書では、各年度の前年の所得(収入)状況が記載されるため、各年度

の前年における一時的な収入変動に係る事業主の証明を提出



Q3-5

被扶養者が複数の事業所で勤務している場合、どの事業所から事業主の証明を取得
すれぱ良いでしょうか。

A3-5

今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)にっいて、被扶養者が

複数の事業所で勤務している場合、一時的に年間収入が130万円以上となった主た

る要因である勤務先(事業者)から事業主の証明を取得してください。ただし、複

数の事業所においてそれぞれ一時的な収入増加がある場合は、それぞれの事業者か
ら事業主の証明を取得してください。

なお、雇用契約書等を踏まえ、複数事業所で勤務することで年間収入の見込みが

恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方にっいては、被扶養者に
該当しなくなることになります。

Q3-6

事業主の証明を提出しさえすれぱ、引き続き被扶養者に該当するということでしょ
うか。

A3-6

雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが

明らかであるような場合には、被扶養者に該当しなくなることとなります。

また、社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件

を満たしていないことにより、被扶養者に該当しなくなることも考えられます。

Q3-Z.事業主の証明を提出したにもかかわらず、保険者から被扶養者から外すと

伝えられました。どうすれぱ良いでしょうか。

A3-フ

社会保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満た

していないことにより、被扶養者から外れることとなったことも考えられます。

まずは、ご加入の健康保険組合等に対して、被扶養者から外れることとなった理

由を確認していただくようぉ願いします。
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Q3-8

今回の措置」三_お_け_亙事業主証明は、」合和_5与_19_月_2ρ_旦以降の収入垈全い工だせ使
え丕)七上、う〒と'で_し_よ_う_カ>_。
A3-8

被扶養者の"又入に_?_りて_は、被麸養者四過広_の_収入、硯時点の』又入又は将来の収
入の見込みオ'どか隆_L金後_1無間四』ヌ'入_を見_込む桑と_と_レエおy_、_過きの課税証明
晝._給豆明細晝._雇用契約晝等宣用い工、_確認時点から四今後1年_間の_収入見込み
力づ_1四万円以よ_と_な_る●>_どぅ_かを判断す墨三と七なり圭す._

今回の措置!む_措置の詳細をむ丞_し_し_た金租旦年Jρ_且2ρ旦以降の._新たな被扶
養者の認定及び,死..在の被扶養者の収入確認垈お金工適朋窒ねますか、証明の対墨は
金和_旦套_!Q_月_2ρ_旦以降の収入垈限旦れ墨支の二ではな_《゛_過去_の』又入1子2い工支、
会回の臺業主四i正明_の_対参と盆y_圭丈._

Q3-9

事茉主のi正明は▲厶隼1旦当者など事業主以外丕あ2工支記載可能:ξ_し_よ_う内、。
A3-9

事業主のi正明_1Ξ?い了ミは、_事業主の氏賓等五貫己載いt二だく_三七七盆ユエ_い圭す
が._複数の店舗があ亙企業工店舗二_と健厶声管理を径?_工い亙場貪簀、企_業の_組織
形態_!子'_?:ζ」杢事業主1三記載いt三塑S三七が困難丕ある三七主考え_らわま:すJ_

その'_う盆場合j子_は_L△事労務管理を担当L工いる都署の貢任者など、被麸養者
の方の戯労N犬況゛_労働条性等!こ?い工よ_<1巴握レ_て_いる方の氏貿等を記載_く_ださ
い。

【その他について】

Q4-1

社会保険の適用要件を満たしているため、社会保険に加入することになると事業主

から伝えられました。そのような場合でも、今回の措置(事業主の証明による被扶
養者認定の円滑化)の対象となりますか。

A 4-1

社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート.アルバ

イト勤務であっても社会保険の適用要件を満たす場合には、社会保険の被保険者と
なる必要があるため、被扶養者とはなりません。

"



Q4-2

国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済の被扶養者にっいても同
様の取扱いとなるのでしょうか。

A4-2

国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済の被扶養者にっいても
同様の取扱いとなります。

Q4-3

税の扶養控除の適用要件や会社の扶養手当値引畠者手当、家族手当等)の受給要件
の認定に当たっても、今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は
適用されるのでしょうか。

A4-3

この特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金第3号被保険者の認定のみ
に係る取扱いとなり、税等の他制度に関しては通常の取扱いとなります。

なお、配偶者手当を含む会社の扶養手当にっいては、会社において、労使間の話
し合いを経て自主的に設定されているものです。このため、会社の扶養手当の収入

要件にっいては、個別の会社の判断になりますが、健康保険の被扶養者認定に連動
する形で設定している場合、この特例と同様の取扱いとなるものと考えられます。
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.

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書

当事業所において雇用されている下記被扶養者知にっいては、雇用契約等により本来
想定される年間収入が被扶養者の収入要件である 130 万円未満和です。この事業主記載欄
に記載された期間に係る収入増にっいては、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な
ものであることを証明します。

※1 新たに被扶養者としての認定を受けようとする者を含みます。

※2 60歳以上の者又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障皇者にっ
いては、 180万円未満となります。

円

【被保険者・被扶養者記載欄】

被保険者

提出年月日和

被扶養者

(フりガナ)

名氏

被保険者等記号・番号

※3

別添

【被扶養者を雇う事業主の記載欄】

被保険者の事業所や保険者(健康保険組合等)に提出する際に記載してください。

(フりガナ)

名氏

被保険者等記号・番号

事業所所在地

事業所名称

事業主氏名

令和

T

雇用契約等により本来想定される年間収入

・舌

人手不足による労働時間延長等が行われた期間

番

年

期間

よこ働

※4 本証明書は、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確契する際の添付量類

として、被保険者から被保険者の事業所や保険者(健康保険組合等)に提出する書類となります。

※5 記載内容の確認に当たって、別途雇用契約書等の添付書類を求められる場合があります。

月

における当

る収入額

日

事業所での

(実績額)

令和

令和

円

から

まで

月
月

年
年

号電

上
労

記



事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

0 被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収力江30万円以上となる場
合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主
の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。

※あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とする。

概 要

術1)被扶養者の範囲内で働く予定網収10万円)であったが、残業により収入増になった場合
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【参考】

第3号被保険者(被扶養者)の収入等が増加したことにより、被扶養者でなくなる場合、本人が①厚生年金保険・

健康保険に加入するか、②国民年金・国民健康保険に加入することになり、社会保険料の負担が発生する。

第2号被保険者

「年収の壁」に関する適用関係(イメ

第3号被保険者(被扶養者)

●保険料負担

本人負担なし

給付

基礎年金(終身)

さらに医療保険から

傷病手当金・出産

手当金を受給でき
るようになる。

厚生年金保険・健康保険加入(※1)

・従業員100人超の企業(※2)に勤務の場合
・年収106万円以上

・週労働時間20時間以上

令和6年10月には、従業員50人超の企業まで拡大。更なる適用拡大{こ向け、引き続き検討を行う。

「従業員数」は企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者豐め」で判断。具体的には、フ

ルタイムの従業員数と、週所定労働時間及ぴ月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数

を合計した数。

年収106万円(標準報酬月額8.8万円)の者に係る厚生年金保険料、健康保険料の合計。

年収130万円の者に係る国民年金保険料、国民健康保険料の合計。

^

※3

※4

国民年金・国民健康保険加入

・上記以外の場合
・年収130万円以上

●保険料負担(※3)

会社

12,500円/月"
・'・、、本人・,・
.J '゛^ 1.゛

i泛;舶亘円y月
゛

.

給付

厚生・年金("終身)

基礎年金(終身)

●保険料負担(※4)
コ 、

1
」, 叉、.十、 、

、

.'』^、.

・本人・,、・

j迄込加釡樹必鳥"
.、,弔'甲'ー.

^.^^ .

4 、^

給付

基礎年金(終身)

保険料負担が発生

するが、給付に変化
はない。

第1号被保険者

)ジ

1
2

※
※


